
 

日本国特許庁の PCT 国際段階成果物を利用した 

特許審査ハイウェイ試行プログラムの申請について 

 

出願人は、PCT 国際段階成果物を利用した特許審査ハイウェイ（以下、

「PCT-PPH」という）試行プログラムに基づいて、以下の申請要件を満たす日本国特

許庁への出願につき、書類の提出を含む所定手続を行うことで早期審査を申請する

ことができます。 

このPCT-PPH試行プログラムに基づいて早期審査の利用を申請する場合には、

通常の早期審査の申請と同様に「早期審査・審理ガイドライン」1に示される手順に基

づいて「早期審査に関する事情説明書」を提出してください。 

この PCT-PPH 試行プログラムの下では、「早期審査に関する事情説明書」におけ

る「２．先行技術の開示及び対比説明」の記載を省略することができます。 

 

PCT-PPH 試行プログラムの試行期間は２０１２年１月２９日に始まり、２年間継続し

た後、２０１４年１月２８日に終了します。 

日本国特許庁が PCT-PPH の実行性を評価するために十分な申請件数を受け付

けるまで、必要に応じて、試行期間を延長することがあります。 

PPH の申請件数が管理可能な水準を超えた場合や、その他の理由により、早期に

PCT-PPH 試行プログラムを終了することがあります。PCT-PPH 試行プログラムが２

０１４年１月２８日より前に終了する場合は、その旨が公表されます。 

 

１. 申請要件 

日本特許庁に出願された出願（以下、当該出願という）が下記(1)～(4)の要件を満

たしている必要があります。 

(1) 当該出願に対応する国際出願（以下、「対応する国際出願」という）の国際段階に

おける成果物、すなわち国際調査機関が作成した見解書（WO/ISA）、国際予備審

査機関が作成した見解書（WO/IPEA）及び国際予備審査報告（IPER）のうち、最

新に発行されたもの（以下、「最新国際成果物」）において特許性（新規性・進歩

性・産業上利用可能性のいずれも）「有り」と示された請求項が少なくとも１つ存在

すること。 

ただし、上記 WO/ISA、WO/IPEA、IPER は日本国特許庁が国際調査機関（ISA）、

国際予備審査機関（IPEA）として作成したものに限ります。優先権主張の基礎とな

る出願はいずれの庁に出願されたものであっても構いません。別紙の図 A’を参

照してください（ZZ は任意の国内出願）。 

                                                  
1 http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/pdf/v3souki/guideline.pdf 
「早期審査に関する事情説明書」については３１－３３ページを参照してください。 
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国際調査報告（ISR）のみに基づいて PCT-PPH を申請することはできません。 

 PCT-PPH 申請の基礎とする最新国際成果物の第 VIII 欄に何らかの意見が記

載されている場合、第VIII欄に記載された意見に対応する補正の如何にかかわら

ず、出願人は特許性について釈明（特許可能な請求項を特定し説明）しなければ

なりません。この場合、出願人が特許性について何ら釈明をしないとき、その出願

は PCT-PPH 申請の対象となりません。なお、釈明が妥当であるか否か、第 VIII

欄に記載された意見に対応する補正がなされたか否かは PCT-PPH の対象とな

るか否かの判断に影響しません。 

 

(2) 当該出願と「対応する国際出願」は下記(A)～(E)のいずれかの関係を満たす。 

(A) 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。（別紙の図 A, A’, A’’参

照） 

(B) 当該出願は「対応する国際出願」のパリ条約優先権主張の基礎となっている。

（別紙の図 B 参照） 

(C) 当該出願は国際出願の国内段階であり、「対応する国際出願」をパリ条約優

先権主張の基礎とする。（別紙の図 C 参照） 

(D) 当該出願は国内出願であり、「対応する国際出願」を国内優先権主張又はパ

リ条約優先権主張の基礎とする。（別紙の図 D 参照） 

(E) 当該出願は上記(A)～(D)のいずれかを満たす出願の派生出願（分割出願、

国内優先権を主張する出願等）である。（別紙の図 E1, E2 参照） 

 

(3) PCT-PPH に基づく審査の申請時の当該出願の全ての請求項が、出願当初のま

ま又は補正されて、対応する国際出願の最新国際成果物で特許性有りと示され

た請求項のいずれかと十分に対応していること。 

当該出願の請求項が最新国際成果物で特許性有りと示された請求項と同一又

は類似の範囲を有し、差異が翻訳又は請求項の形式によるものであるか、当該出

願の請求項の範囲が最新国際成果物で特許性有りと示された請求項の範囲より

狭い場合に、請求項は「十分に対応」するとみなされます。 

たとえば、最新国際成果物で特許性有りと示された請求項において、当該出願

の明細書（発明の詳細な説明及び／又は請求項）に裏付けられている技術的特

徴を追加することにより限定する補正がなされた場合に、より範囲の狭い請求項

が生じます。 

最新国際成果物で特許性有りと示された請求項に対し、新たな又は異なったカ

テゴリーの請求項は十分対応しているとものとみなされません。たとえば、最新国

際成果物で特許性有りと示された特許請求の範囲が製品製造処理の請求項のみ

を含む場合、当該出願の特許請求の範囲が、対応する処理の請求項に従属して



 

製品の請求項を追加していると、当該出願の請求項は十分に対応しているものと

みなされません。 

 

(4) PCT-PPH の請求時点において、当該出願に関し、日本国特許庁において審査の

着手がされていないこと。 

 

２. 提出書類 

当該出願の全ての請求項と、最新国際成果物で特許性有りと示された請求項との

関係を示す対応表を、早期審査に関する事情説明書に添付してください。この対応表

においては、上記１．（３）に記載の観点から、請求項が十分に対応していることを説

明してください（記入例をご参照ください）。 

ただし、対応する国際出願（日本語出願に限る）の全ての請求項が最新国際成果

物で特許性有りと示されており、対応する国際出願の全ての請求項とＰＰＨを申請す

る当該出願の全ての請求項とが完全に同一である場合には（すなわち、請求項の削

除、追加、並び替えがなく、両出願の請求項の文言がそれぞれ完全に一致している

場合）、早期審査に関する事情説明書に両出願の請求項群が同一である旨を記載す

れば良く、その場合には上記対応表を添付する必要はありません。 

 

３．PCT-PPH試行プログラムを利用する場合の「早期審査に関する事情説明書」の

記載要領 

（１） 早期審査に関する事情説明の「１．事情」の記載要領 

本出願と対応する国際出願との関係が、１．（２）の(A)～(E)のいずれかに該

当することを説明し、特許審査ハイウェイによる早期審査の申請を行う旨、記載

してください。対応する国際出願の出願番号も記載してください。 

また、PCT-PPH 申請の基礎とする最新国際成果物の第 VIII 欄に何らかの意

見が記載されている場合には、特許性についての釈明（特許可能な請求項を特

定し説明）を行ってください。 

 

（２） 提出する物件の記載要領 

２．に示す提出書類の物件名を記載してください。  

 

（３） 記入様式について 

「早期審査に関する事情説明書」の様式は、オンライン手続と書面手続によ

って異なりますので、記入の際には各記入様式を参考にしてください（オンライ

ン手続の場合は早期審査様式１、書面手続の場合は早期審査様式２となりま

す）。 



 

オンライン手続の場合の記入例  

 
【書類名】       早期審査に関する事情説明書 
【提出日】           平成００年００月００日 
【あて先】       特許庁長官殿 
【事件の表示】 

【出願番号】    特願 ００００－００００００ 
【提出者】 

【識別番号】    ０００００００００ 
【住所又は居所】  ○○県○○市○丁目 
【氏名又は名称】  ○○○○○ 

【代理人】 
【識別番号】    ０００００００００ 
【住所又は居所】  ○○県○○市○丁目 
【氏名又は名称】  ○○ ○○ 
 

【早期審査に関する事情説明】 
 
１．事情 

本出願は国際出願（出願番号 PCT/JP００００/００００００）の国内移行出願であり、特許審査ハ
イウェイに基づく早期審査の申請を行うものである。 

当該国際出願について国際調査機関としての日本国特許庁が作成した見解書において、特許
請求の範囲に対し特許可能との判断が明示されている。 
 
【提出物件の目録】 

【物件名】 国際出願と本出願の請求項の対応関係を示す書面 １ 
 

 

 

 

 

 

 

 
【添付物件】 
 

【物件名】 国際出願と本出願の請求項の対応関係を示す書面 
 
【内容】 
 
本出願の

請求項 

国際段階で特許可能

とされた請求項 

対応関係に関するコメント 

１ 

２ 

３ 

１ 

２ 

１ 

両クレームは同一である。 

     〃 

両クレームは、記載形式を除き同一である。 

実際に添付する書類のイメージを添付

又はテキストを記入してください。 

【提出物件の目録】の下の【物件名】と同

じ名前にしてください。 

文献名が長い場合（５０文字以上の場合）、【物件名】の欄には直接記入がで

きませんので、【早期審査に関する事情説明】の「１．事情」の中に文献名を

記載し、【物件名】には適当な名前をつけて記載してください。 

書誌事項 



 

４ 

５ 

 

２ 

１ 

 

     〃 

請求項５は、国際段階の請求項１にＡという構成を

付加したものである。 

 

 
  

書面で手続をされた場合には、審査着手までの期間が比較的長くなる場合が多いこ

とにご留意願います。

 



別紙 

 
 

(A) 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。

PCT出願

受理官庁

指定（選択）官庁
［日本］

ISA［日本］
IPEA［日本］

指定（選択）官庁

ハイウェイ
の申請

WO
IPER

OK

指定（選択）官庁

 

 

(A’) 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。

（「対応する国際出願」が国内出願を基礎として優先権を主張している場合）

ZZ=任意の庁

ZZ出願

PCT出願

受理官庁

指定（選択）官庁
［日本］

ISA［日本］
IPEA［日本］

指定（選択）官庁

ハイウェイ
の申請

WO
IPER

OK

指定（選択）官庁

優先権
主張

 

 



別紙 

 
 

(A’’) 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。

（「対応する国際出願」が国際出願を基礎として優先権を主張している場合）

ISA

PCT出願

受理官庁

指定（選択）官庁
［日本］

ISA［日本］
IPEA［日本］

指定（選択）官庁

ハイウェイ
の申請

WO
IPER

OK

指定（選択）官庁

PCT出願

受理官庁

優先権
主張

 

 

(B) 当該出願は「対応する国際出願」のパリ条約優先権主張の

基礎となっている。

WO
IPER

日本出願

OK

優先権
主張

PCT出願

受理官庁

ISA［日本］
IPEA［日本］

ハイウェイ
の申請

 

 



別紙 

 
 

WO
IPER

OK

(C)当該出願は「対応する国際出願」をパリ条約優先権主張の

基礎とする国際出願の国内段階である。

優先権
主張

PCT出願

受理官庁

指定（選択）官庁
［日本］

ISA 指定（選択）官庁

ハイウェイ
の申請

指定（選択）官庁

PCT出願

受理官庁

ISA［日本］
IPEA［日本］

 

 

WO
IPER

日本出願

(D) 当該出願は国内出願であり、「対応する国際出願」を

パリ条約優先権主張の基礎とする。

OK

国内／パリ条約
優先権

PCT出願

受理官庁

ISA［日本］
IPEA［日本］

ハイウェイ
の申請

 

 



別紙 

 
 

(E1) 類型(A)に該当する出願の分割出願である。

日本出願

OK

分割出願

ハイウェイ
の申請

PCT出願

受理官庁

指定（選択）官庁
［日本］

ISA［日本］
IPEA［日本］

指定（選択）官庁

WO
IPER

指定（選択）官庁

 

 

日本出願

(E2) 類型(B)に該当する出願を基礎として国内優先権を

主張する出願である。

日本出願

OK

優先権
主張

国内優先権
主張

WO
IPER

PCT出願

受理官庁

ISA［日本］
IPEA［日本］

ハイウェイ
の申請

 

 


